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特記仕様書（諸経費の積算） 
 

 本工事の積算は、電気設備工事、機械設備工事、土木工事各々の積算基準に基づき算出して

おり、諸経費についても、電気設備工事、機械設備工事、土木工事各々の積算基準に基づき算

出しそれを合冊したものである。 
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東広島市下水道部下水道施設課 



 

第１章  総  則 

板城地区農業集落排水処理施設非常用発電設備ほか改築工事の施工に当たっては、広島

県「土木工事等共通仕様書」を主とし、（社）公共建築協会「公共建築工事標準仕様書（建

築工事編）」、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」及び「公共建築工事標準

仕様書（電気設備工事編）」によるほか、この工事特記仕様書によるものとする。 

 

第２章  工事の内容 

１．目  的 

この工事は、東広島市下水道事業 板城地区の一環として、板城地区農業集落排水処理

施設の設備を整備するものである。 

なお、本工事は施設を供用しながらの改築工事である。 

 

２．工事場所 

東広島市黒瀬町宗近柳国  板城地区農業集落排水処理施設 

 

３．汚水処理施設の計画概要 

・ 処理対象汚水    生活排水（し尿及び生活雑排水） 

・ 計画処理対象人口  １，９２０人 

・ 計画汚水量     ５１９ｍ3／日（日平均汚水量） 

・ 計画水質      項 目   流入水質    処理水質 

ＢＯＤ   200mg／ℓ    10mg／ℓ 

Ｓ  Ｓ   100mg／ℓ    15mg／ℓ  

・ 型式        ＪＡＲＵＳ－ⅩⅡG型 

・ 処理方式      回分式活性汚泥方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．処理工程 
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５．工事範囲 

板城地区農業集落排水処理施設の内、次に示すものを工事範囲とする。 

機械設備工事        一式（ポンプ設備、ほか） 

電気設備工事        一式（非常用発電設備、制御盤類、ほか） 

土木一式工事        一式（放流非常用埋設管） 

 

第３章  処理性能の確保 

１．処理性能の確保 

・ 受注者は、設計図書に明示されていない処理施設の細部構造の設計、機械設備類

の選択並びに配置等については、監督職員の承諾を得て実施するものとする。 

この場合、受注者は、第２章第３項の汚水処理施設の計画概要及び設計図書を熟

知し、所定の処理性能が確保されるよう努めなければならない。 

・ 受注者は、設計図書に示されている汚水処理施設の構造、機械設備等について、

疑義又は改善意見がある場合には、監督職員と協議し処理しなければならない。 

 

第４章  工 期 

本工事の工期には、検査期間としての 14日間を見込んでいる。 

 

第５章  施工体制台帳 

受注者は，工事を施工するために下請契約を締結した場合、「施工体制台帳に係る書類

の提出について」に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、

その写しを監督職員に提出するものとする。 

受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」に従って、各

下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に

掲げるとともにその写しを監督職員に提出するものとする。 

 

第６章  コリンズ（CORINS）への登録 

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、

工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報

として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、

監督職員に確認の上、受注時は契約締結の日から 10 日以内に、登録内容の変更時は変更契

約締結の日から 10 日以内に、完成時は工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宣登録機関に

登録しなければならない。登録対象は、工事請負代金額 500 万円以上の全ての工事とし、

受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 

 

 



 

 

第７章  施工条件 

１．工程制限 

大雨で流入水が増えた等の自然現象により作業に制限が発生する可能性がある。 

２．部分使用 

別紙、「特記仕様書 第 3章 施工条件 5.その他」のとおり 

 

第８章  現場条件 

１．関連工事 

該当無し 

２．第三者に対する措置 

該当なし 

３．施設の運転 

本工事は、施設を供用しながらの改築工事である。よって、施設の管理業者及び清

掃業者との連絡を密にし、供用に支障をきたさないように注意しなければならない。 

 

第９章  工事用電力 

本工事に使用する電力設備及び電力料金は、受注者の負担とする。 

本工事は、施設を供用しながらの改築工事であるので、施設自体の運転費用は発注者の

負担とする。 

 

第１０章  工事用材料 

１．機械・電気設備工事 

(1) 機械・電気設備の製造に用いる材料又は部品は、すべて次の規格・規準に適合し

たものでなければならない。 

日本産業規格（JIS）、電気規格調査会標準規格（JEC）、日本電気工業会標準規

格（JEM）、給排水空調設備規格、し尿浄化槽構造基準、その他関係法令等 

(2) 機械・電気設備のうち工場で製作するものについては、製作図面を作成し監督職

員の承諾を得て製作するものとする。 

(3) 原動機、ポンプ、ブロワ等の汎用製品については、製造工場試験成績表及び合格

証等を添付して監督職員の承諾を受けなければならない。 

 

第１１章  機械設備の仕様 

第１項 原水非常用ポンプ（新設） 

   １．使用目的 

本装置は、原水ポンプ槽内に設置し、槽内水位の異常上昇時に後段の流量調整槽

に汚水を移送することにより、溢水防止を図るために設置するものである。 



 

   ２．仕様 

(1)型 式：水中渦流式汚水汚物ポンプ（ボルテックス） 

(2)数 量：1台 

(3)口 径：φ100mm 

(4)揚 水 量：1.04m3/分（時間最大汚水量） 

(5)全 揚 程：7.0m 

(6)電 動 機：乾式水中型誘導電動機 絶縁 E 種以上 

3.70kw 以下（3φ200V 60Hz 4 極 直入れ始動） 

   ３．主要部材質 

    (1)ケーシング・羽根車：FC200（同等以上） 

    (2)シャフト：SUS420J2 又は SUS403（同等以上） 

 

   ４．付属品 

    (1)吐出しフランジ：FC200（同等以上） 1 式 

    (2)相フランジ：FC200（同等以上） 1 式（ボルト・ナット・フランジ付き） 

    (3)吊上用チェーン：SUS304（同等以上） 1 式 

    (4)フック：SUS304（同等以上） 1 式 

    (5)水中ケーブル 

 

   ５．塗装 

     塗装：防食塗装（メーカー標準） 

 

   ６．試験・検査 

     製造メーカー仕様の試験・検査を行い、検査成績書及びミルシートを提出する。 

 

   ７．特記事項 

 (1)軸封部は、ダブルメカニカルシールを使用し、中間には軸封油を密閉した構造と

する。 

    (2)回転部重量及び水力スラストは、電動機の軸受で支持することを原則とする。 

    (3)原則、槽内への汚水流入がある中での施工となるため工具等の落下防止対策を適 

宜講ずること。 

    (4)原水非常用ポンプ故障時の引上げ用に吊りフックを設置する。吊上げ時は配管の 

一部も併せて引上げることが可能な設計荷重とすること。 

 

第２項 放流非常用ポンプ（新設） 

   １．使用目的 

本装置は、放流ポンプ槽第二室内に設置し、槽内水位の異常上昇時に処理水を放

流水域に圧送するために設置するものである。 

   ２．仕様 



 

(1)型 式：水中渦流式汚水汚物ポンプ（ボルテックス） 

(2)数 量：1台 

(3)口 径：φ100mm 

(4)揚 水 量：0.818m3/分（時間最大汚水量） 

(5)全 揚 程：9.0m 

(6)電 動 機：乾式水中型誘導電動機 絶縁 E 種以上 

              3.70kw 以下（3φ200V 60Hz 4 極 直入れ始動） 

   ３．主要部材質 

    (1)ケーシング・羽根車：FC200（同等以上） 

    (2)シャフト：SUS420J2 又は SUS403（同等以上） 

   ４．付属品 

    (1)着脱装置：FC200（同等以上）     1 式 

    (2)基礎ボルト：SUS304（同等以上）   1 式 

    (3)ガイドパイプ：SUS304（同等以上）  1 式 

    (4)ガイドホルダー：SUS304（同等以上） 1 式 

    (5)吊上用チェーン：SUS304（同等以上） 1 式 

    (6)フック：SUS304（同等以上）     1 式 

    (7)吸込ノズル：SUS304（同等以上）   1 式 

    (8)水中ケーブル 

   ５．塗装 

     塗装：防食塗装（メーカー標準） 

   ６．試験・検査 

     製造メーカー仕様の試験・検査を行い、検査成績書及びミルシートを提出する。 

   ７．特記事項 

(1)軸封部は、ダブルメカニカルシールを使用し、中間には軸封油を密閉した構造と

する。 

(2)回転部重量及び水力スラストは、電動機の軸受で支持することを原則とする。 

    (3)水槽底部のピットとポンプ架台との取り合いに注意すること。 

    (4)放流ポンプ槽第二室内は、汚泥が堆積しているため据付時は槽内清掃を行う。 

槽内は酸素欠乏危険場所に該当するため、入室時は十分換気し有資格者がガス検 

知器で換気完了を確認すること。 

    (5)ポンプをピット内に設置するため、ポンプ用架台を製作・設置し、架台に着脱装 

      置を設置する計画としている。 

 

第１２章  電気設備の仕様 

第１項 原水非常用ポンプ制御盤（新設） 

   １．使用目的 

本装置は、前処理室に設置し、原水ポンプ槽に設置する原水非常用ポンプの運転

制御を行うために設置するものである。 



 

   ２．仕様 

(1)型 式：屋内鋼板製壁掛形 

(2)面 数：1面 

(3)寸  法：設計図を参照し、承諾図により決定する。 

    (4)制 御 内 容：設計図を参照し、展開接続図等の承諾図により決定する。 

 

第２項 放流非常用ポンプ制御盤（新設） 

   １．使用目的 

本装置は、処理室に設置し、放流ポンプ槽第二室（汚泥循環槽）に設置する放流

非常用ポンプの運転制御を行うために設置するものである。 

   ２．仕様 

(1)型   式：屋内鋼板製壁掛形 

(2)面  数：1面 

(3)寸  法：設計図を参照し、承諾図により決定する。 

(4)制 御 内 容：設計図を参照し、展開接続図等の承諾図により決定する。 

 

第３項 非常用発電設備 

１．使用目的 

本設備は，停電時に処理施設の冠水防止を主目的として，次の負荷に電源を供給

する設備である。  

商用電源と発電機電源との切り替えは自動で行い，非常用発電機は自動動作・自

動復帰を行うものとする。 

(1)対象負荷 

1) 自動荒目スクリーン   0.025kw×1 台 

    2) 破砕機         0.20 kw×1 台 

    3) 原水ポンプ       3.70 kw×2 台 

    4) 上澄水排出装置     0.40 kw×2 台 

    5) 放流ポンプ       3.70 kw×2 台 

6) 前処理室給気ファン   0.25 kw×1 台 

    7) 前処理室排気ファン   0.13 kw×1 台 

    8) 消毒室給気ファン    0.13 kw×1 台 

    9) 消毒室排気ファン    0.13 kw×1 台 

    10) コンセント盤      0.55 kw×1 台 

11) 原水非常用ポンプ    3.70 kw×1 台 

12) 原水仮設ポンプ     0.75 kw×2 台 

13) 放流非常用ポンプ    3.70 kw×1 台 

14) 放流仮設ポンプ     3.70 kw×1 台 

15) 電灯分電盤       9.545kVA 

   ２．設備構成 



 

     ① 非常用発電機               １台 

     ② 発電機排風キャンバス           １式 

     ③ 燃料小出し槽               １台 

     ④ 電源切替分岐盤              １面 

   ３．詳細仕様 

     ① 非常用発電機 

      1)型  式   低騒音パッケージ形（長時間形） 

      2)機器構成 

       a)発電機 

         型  式   開放保護形三相交流発電機（全閉形でも可） 

         容  量   50kVA 以上 

         電  圧   220V 

         周 波 数   60Hz 

           回転速度   3,600min-1以下 

     b)原動機（ディーゼルエンジン） 

       型  式   ４サイクル水冷直列式ディーゼル機関 

       出  力   49.96kw 以上 

       回転速度   3,600min-1以下 

       冷却方式   ラジエータ冷却方式 

       潤滑方式   強制潤滑方式 

       使用燃料   軽油 

       始動方式   電気始動式 

     c)パッケージ 

       パッケージ機側騒音 85dB（低騒音タイプ） 

     d)その他構成機器 

       始動及び制御用蓄電池，充電器，消音器，制御盤 

     e)付属品・予備品 

       ランプ，ヒューズ等 １式 

       その他必要なもの  １式 

     f)規格 

      NEGA（日本内燃力発電設備協会）認定品 

     g)その他事項 

      ・操作面及び反操作面は共に扉型とし維持管理が容易にできる構造とする 

こと。 

      ・電源切替は電源切替分岐盤で行い、燃料タンクは別置きとする。 

② 発電機排風キャンバス 

    1)型   式   両サイドフランジ付き不燃布（外面ロックウール巻） 

        本機材は、発電機ラジエータからの排風を建屋のガラリまで送風するもの

である。よって，内面は高温となるが外面は人が接触しても熱くない構造と



 

すること。 

      本機材の寸法形状は，発電機及び既存ガラリ形状と整合したものとする。 

   ③ 燃料小出し槽 

    1)タンク仕様   メーカー標準 

    2)タンク容量   950ℓ 

    3)油 の 種 類   軽油 

    4)架   台   メーカー標準 

       5)付 属 品   液面計，ウィングポンプ，給油ホース，梯子，給油口（蓋

付） 

       6)その他事項   給油口・送油口・返油口・排油口・通気口・梯子等の取付

位置は，タンクの据付位置に適合させること。 

     ④ 電源切替分岐盤 

      1)型   式   屋内鋼板製壁掛形 

      2)面   数   1 面 

      3)寸   法   設計図を参照し、承認図により決定する。 

            4)制 御 内 容    設計図を参照し、展開接続図等の承諾図により決定する。 

 

第４項 計装設備 

１．使用目的 

本設備は，施設の監視，操作に必要な水位を計測するため設置する。 

２．設備構成 

① 浮き子転倒式水位計             １式 

３．詳細仕様 

① 浮き子転倒式水位計 

1)用 途   各種水槽の水位測定 

2)出 力 信 号   接点出力 

3)材 質   フロート  硬質塩ビ，アクリル樹脂 

         接液部   塩ビ，SUS304  

4)付 属 品   専用ケーブル，その他必要なもの 

5)対象液体比重   0.95～1.10 

6)検 出 水 位   原水非常用ポンプ  １点（起動水位） 

                放流非常用ポンプ  １点（起動水位） 

 

第１３章  施  工 

１．機械・電気設備工事 

(1) 機械設備は、全塗装を行うものとするが、ステンレス及び樹脂製品並びに原動機、

ポンプ等の汎用製品についてはこの限りでない。 

塗装の仕様は、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」によるものとす

る。 



 

(2) 機械・電気設備の据付配置は，設計図書並びに現場を熟知するとともに疑義を正

し、詳細に内容を把握した上で処理施設の性能が十分発揮できるように行わなけれ

ばならない。 

(3) バルブ類をねじ込み式で布設する場合には、ニップル・ユニオン等を用いて、バ

ルブ類の脱着可能な布設方法をとることとする。 

２．維持管理 

当該処理施設の維持管理は、保守点検業者により行うものとしている。 

したがって、受注者は、処理施設がこれら維持管理の実態に対応し、かつ、安全なも

のとなるよう努めなければならない。 

 

第１４章  施工管理 

１．施工管理 

受注者は、第１章に示す共通仕様書によるとともに、「農業集落排水施設検査・施

工管理指標(案)」（農業集落排水事業諸基準等作成全国検討委員会）に準拠し施工管

理するものとする。 

 

２．工事記録写真撮影 

(1) 工事の施工順序に従い、監督職員の指示又は必要に応じて記録写真を整備し、工

事完了後提出しなければならない。 

埋設される箇所等後日確認できなくなる箇所については、次の工程に移る段階で

監督職員に提出し確認を得るものとする。 

(2) 撮影に当たっては、位置、構造物の種類、番号等を明示する黒板を立て、スケー

ル等によって寸法等を表示するものとする。 

(3) 写真はカラー撮影、サービス版を原則とし、写真帳はＡ４版とする。 

 

第１５章  通水試運転等 

１．工事の完了に伴い、各装置の試運転を行い、各装置が正常に稼働することを確認し

なければならない。 

２．配管設備は、通水、通気試験及び水圧、気密試験を行い、誤配管、漏れ等のないこ

とを確認しなければならない。 

３．試運転は、あらかじめ監督職員と協議して作成した通水試運転等要領書に基づき実

施する。 

４． 試運転に当たっては、各装置の試運転を行う適切な人員を配置しなければならな

い。 

５．試運転には、監督職員の立会を求めなければならない。  

 

第１６章  竣工時提出物 

受注者は、工事の完了に伴い、次の図書を作成し提出しなければならない。 



 

(1) 完成図書 

 ①工事完成図 

 ②各機械設備の設計諸元及び納入仕様、購入先調書、カタログ等 

 ③各機器の検査試験成績表(工場検査試験、現地検査試験) 

 ④施工管理記録 

⑤各種計算書(容量、構造、耐震等) 

 ⑥運転操作に関する説明書 

⑦機器取扱説明書 

 ⑧工事請負契約書(写) 

 ⑨官公庁手続書類 

⑩組織表(アフターサービス) 

(2) 工事の出来形図（竣工図）、工事施工図 

(3) 工事記録写真帳 

(4) 電子成果品(工事完成図書、工事完成図(竣工図、施工図)、工事記録写真) 

(5) その他監督職員の指示するもの 

 

第１７章  官公庁等への手続等 

受注者は、関係諸官庁及び電力会社に対する一切の手続きを行なうと共に、常に密接

な連絡を保ち電気使用開始にあたって支障のないようにしなければならない。 

これに要する費用は受注者の負担とする。 

 

第１８章  条件変更の補足説明 

この工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、

あるいは設計図書に明示されていない施工条件について予期することが出来ない特別な

状態が生じた場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。 

 

・ 基礎の地質 

・ 掘削土の土質 

・ 排水量 

・ 地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現 

・ 土捨場等及び運搬道路 

 

第１９章  定めなき事項 

この仕様書に定めない事項又はこの工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に

応じて監督職員と協議するものとする。 



頁0 -0001

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数　量 備　　考

工事費

機器単体費（製作） レベル１

機器単体費 レベル２

    式          1

機器単体費（製作） レベル１

機器単体費 レベル２

    式          1

非常用発電機ほか据付工 レベル１

    式          1

工場製作機器運搬 レベル２

    式          1

撤去工 レベル２

    式          1

スクラップ運搬・控除 レベル２

    式          1

据付工 レベル２

    式          1

電気設備工 レベル２

    式          1

燃料小出し槽廻り配管工 レベル２

    式          1

排煙ダクト工 レベル２

    式          1

開口閉塞工 レベル２

    式          1

防油堤設置工 レベル２

    式          1

発電機基礎工 レベル２

    式          1

雑工 レベル２

    式          1

ポンプ制御盤ほか据付工 レベル１

    式          1

　　　　　　 工事数量総括表



頁0 -0002

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数　量 備　　考

工場製作機器運搬 レベル２

    式          1

電気設備据付工 レベル２

    式          1

製作工事価格（製作のみ）

製作工事価格（支給、移設含まず）

直接工事費

共通仮設費　（率分）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

技術者間接費

機器管理費

機器間接費

間接工事費

据付工事原価

一般管理費率分

契約保証費

一般管理費計

据付工事価格

　　　　　　 工事数量総括表



頁0 -0003

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数　量 備　　考

据付工事価格計

工事価格

消費税相当額

工事価格計

消費税相当額計

工事費計

　　　　　　 工事数量総括表



頁0 -0001

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数　量 備　　考

工事費

工場製作工 レベル１

    式          1

ポンプ据付工 レベル１

    式          1

工場製作機器運搬 レベル２

    式          1

撤去工 レベル２

    式          1

スクラップ運搬・控除 レベル２

    式          1

据付工 レベル２

    式          1

付帯工 レベル２

    式          1

仮設工 レベル２

    式          1

機器費

直接工事費

共通仮設費　（率分）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

据付間接費

据付工事原価

工事原価

　　　　　　 工事数量総括表



頁0 -0002

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数　量 備　　考

一般管理費率分

契約保証費

一般管理費計

工事価格

消費税相当額

工事費計

　　　　　　 工事数量総括表



頁0 -0001

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数　量 備　　考

本工事費

土木付帯工 レベル１

    式          1

試掘工 レベル２

    式          1

撤去工 レベル３

    式          1

土工 レベル３

    式          1

舗装工 レベル３

    式          1

撤去工 レベル２

    式          1

管路工 レベル２

    式          1

管路工 レベル３

    式          1

土工 レベル３

    式          1

集水桝工 レベル３

    式          1

雑工 レベル３

    式          1

舗装工 レベル２

    式          1

撤去工 レベル３

    式          1

仮復旧工 レベル３

    式          1

撤去工 レベル３

    式          1

本復旧工 レベル３

    式          1

外構工 レベル２

    式          1

　　　　　　 工事数量総括表



頁0 -0002

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数　量 備　　考

場内整備工 レベル３

    式          1

フェンス工 レベル３

    式          1

植栽工 レベル３

    式          1

仮設工 レベル１

    式          1

仮設工 レベル２

    式          1

安全費 レベル３

    式          1

交通誘導警備員B レベル４

    人          8

直接工事費

共通仮設費率分額

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費率分

契約保証費

一般管理費計

＊＊工事価格計＊＊

＊＊消費税相当額計＊＊

　　　　　　 工事数量総括表



頁0 -0003

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数　量 備　　考

＊＊請負工事費計＊＊

　　　　　　 工事数量総括表





事業主体

図面番号

広島県土地改良事業団体連合会

工 事 名

会 社 名

縮　　尺

年 月 日

図 面 名

東広島市

放流管計画図

N

S=1:200

板城地区農業集落排水処理施設
非常用発電設備ほか改築工事

C-2

令和　　年　　月

図示放流管計画図
Ｓ＝１：２００

名称

縮小

備考

名称

縮小

備考

名称

縮小

備考

名称

縮小

備考

名称

縮小

備考

名称

縮小

備考

1/20

アスファルト舗装

横断勾配2.0%以上程度

RC-40

再生密粒度アスコン(13)

PK-3

縁石工

（植栽帯）

RC-40

1/10

（舗装面）

基礎コン

（As）

ポンプ小屋

（植栽帯）

高木

（Co）

（Co）

（Co）

（As）

（As）

（As）

黒
 瀬

 川

放流口　　　　　　　

低木移植工

門扉

可とう継手

名称

縮小

備考

名称

縮小

備考

1/20

HPφ300 360°コンクリート巻立工
コンクリート：18N/mm2

As舗装

HPφ300

RC-40

360°固定基礎
P3-D300

1/20

VPφ125
コンクリート：18N/mm2

均しコン

1/20

RC-40

D13

D13@200

RC-40

D13@200

D13

1/20

1：
0.
3

As舗装

埋設標識シート

放流管(地中埋設)標準断面図

集水桝工

VPφ125

VPφ125

1/30・20

管理道横断工詳細図 法面放流工詳細図

1/20

フェンス工

マンホール蓋仕様

　密閉形（防水・防臭形）
　・ボルトロック式　角枠
　φ600　T-20
　参考品番：カネソウMWA-S-600

支柱 55×55

格子 24×16

胴縁 70×30

フェンス基礎フェンス基礎

再利用
支柱及びフェンス基礎を除く胴縁及び格子を
一時撤去し管路工事を施工。
完了後、復旧。

再利用
歩車道境界ブロックを一時撤去し管路工事を
施工。完了後、復旧。

コンクリート：18-8-40 BB

50

50

270

モルタル

（舗装面）

RC-40

アンカーボルト(SUS)（撤去）

放流管巻立工詳細図

コンクリート：18-8-40 BB

VPφ300

FB50×6(SUS)@2000（撤去）

VPφ125（既設）

VPφ300

（植栽帯）

集水桝工

（As）

特記事項

　１．既設法面放流工及び管理道横断工内の放流管VPφ125は撤去する。
　２．管理道横断工から処理場側の既設放流管の位置が不明のため、図に示す範囲を参考に監督員の指示する範囲について試掘を行う。
　３．既設放流管の位置が図に示す位置に比べ大きく相違がある場合は、監督員に立会を求め指示を受けること。
　４．植栽帯の低木のうち、4本は植栽帯の監督員の指示する場所に移植する。
　５．放流管（非常放流ルート）の曲がり部に埋設管標示釘を設置すること。（図中の◎の箇所）
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【参考図】


